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Abstract：Considerations for sexual diversity in school education began to be demanded from the 
Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT) in 2010 by requesting 
consideration to students with gender identity disorder, which was later expanded to include 
sexual minorities in general. On the other hand, gender diversity is not explicitly mentioned in the 
revised edition of education guideline. It has been reported that the age of recognizing strangeness 
between their biological and self-acknowledgement gender are most likely to be seen before entering 
elementary school. Moreover, being aware of their sexual orientation are mostly seen in adolescents, 
which suggest the understanding and support in school is essential. In the sports field, efforts are 
being made to improve the environment and the nature of sexuality in sports. In the fields of early 
childhood education, primary and secondary education, and university education that produces 
educators and leaders involved in sports, it is necessary to expand educational programs on sexual 
diversity. Additionally, sexual minorities have been indicated to have a high rate of suicidal thoughts, 
which is an urgent issue in light of the recent unstable social situation in Corona. In this study, we 
conducted a survey on the awareness and understanding of SOGI (Sexual Orientation and Gender 
Identity) and sexual minorities in college athletes and examine how education on “sexual diversity” 
should be provided.
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Ⅰ．はじめに

　学校教育における『性の多様性』への理解と配慮
は，2010年に文部科学省が性同一性障害の児童生徒へ
の配慮要請から本格化し，その後，セクシュアルマイ

ノリティ全般に拡大され，現在，全てのセクシャリ
ティの児童生徒が自分たちの性の多様性について学ぶ
ことの重要性が示されている。その一方で，2017年改
訂の学習指導要領内には『性の多様性』は明記されて
いない。また，スポーツに目を向けると，体と心の性



が一致しない場合には，厳しい参加条件が定められて
いたり，カミングアウトを行うと批判や誹謗中傷を
受けたりするなど，ルール以外にも様々な障害があ
る。この様な現状を打破すべく，スポーツ環境の整備
やスポーツにおける性の在り方に関する取り組みが進
められている。幼児教育や初等・中等教育，スポーツ
に関わる教育者や指導者を輩出する大学教育において
も『性の多様性』に関する教育プログラムの拡充が課
題と言える。そこで，本研究では，スポーツに関わる
者を対象に，SOGI（Sexual Orientation and Gender 
Identity：性的指向と性自認）とセクシュアルマイノ
リティに関する認知・理解度等の意識調査により現状
を把握し，「性の多様性」に関する教育の在り方につ
いて検討する。また，現状のLGBTQ及びSOGIに関す
る教育や対応が求められる背景について述べ，海外の
LGBTQへの対応例を参考に現在の日本における教育
の現場での課題について検討を行っていきたい。

Ⅱ．研究の背景

１．学習指導要領と教科書の掲載

　文部科学省の学習指導要領には，現状では「性の多
様性」についての記載はないが，2017年度，高校の家
庭科と倫理の教科書の中で「性の多様性」について触
れられている。その後，2019年度から義務教育である
中学校道徳の教科書で取り上げた。また，2020年度か
ら小学校の保健体育の教科書で「体の性と心の性がち
がう気がする，と感じる人」や「異性に関心がもてな
い，と感じる人」と記述している。新学習指導要領に
は，LGBTQについて触れられてはいないが，2021年
度から採用される中学校の教科書で『性の多様性』に
ついて触れる科目は，道徳だけではなく，国語，歴
史，公民，家庭，美術，保健体育と広がっている。道
徳の教科書では，男女別制服の見直しなど「社会状況
を見ると，子どもたちには『性の多様性』を学ぶ機
会が必要」として掲載されている。国語の教科書に
は，ゲイであることを公表した日本文学研究者ロバー
ト・キャンベル氏の文章が掲載され，公民では，同性
カップルのホテルの宿泊拒否を違法とする国の見解を
示し「多様な性の意識を持つ人々が，社会の中で自
分らしく生きるための取り組みも必要」とされてい
る。また，性別に関係なく制服のスラックスをはける
ようにした自治体の動きが取り上げられている。保健
体育の教科書では，思春期の心身の発達を扱う章にお
いて「『普通』『常識』『みんなも言っている』，そんな

声を耳にしたら『そうじゃない人だっているかもしれ
ない』という発想をみんなに持ってほしいと思いま
す」という，LGBTも働きやすい職場環境を支援する
団体の代表のインビューが掲載された（日本経済新
聞，2020年３月25日「21年度からの中学教科書『性の
多様性』理解促進に工夫」）。2027年まで学習指導要領
の改訂はされないが，学校でのLGBTQへのいじめや
アウティング（性的指向や性自認について本人の許可
なく第三者に暴露すること）の問題など社会的関心が
高まっているのを受け，独自に「性の多様性」につい
て触れる教科書も増えてきている。

２．体育・スポーツ関連学部における緊急性

（１）LGBTQをとりまく社会環境

　2015年にはスポーツクラブの更衣室の利用をめぐ
り，トランスジェンダーの女性が性別適合手術を受
ける前に女性の更衣室を利用できないか尋ねたとこ
ろ，男性の格好での利用を強制されるなどしたためス
ポーツクラブを訴えた事例がある。また，戸籍上の
性別を変えることができないトランスジェンダーは，
外出先でのトイレの利用時など日常の社会生活の中
でも困難を強いられることもある。当事者の多くは，

「LGBTQは異常」，「こどもを作らないから非生産的」
等とスティグマを付与される。そのため自尊感情が低
くなり自死に繋がることも指摘されている。ここで，
職場の工場内でのユニフォームに関して先進事例を挙
げる。2012年よりオムロン株式会社はダイバーシティ
を推進する部署を設置し，2015年頃から，誰もが働き
やすい職場づくりを目指した活動を続けている。その
中で，男女差を問わない統一デザインのファクトリー
ユニフォームに一新した2018年には「様々な考え方を
もった多様な人材が，国籍・宗教・婚姻の有無・性
別・性的指向または性自認等・障がいの有無などに関
わらず，個性や能力を存分に発揮し活躍できる企業を
目指す」と会社の方針を発信している。当事者が日常
生活の中で直面する事柄に，現在の教育現場はどのよ
うな現状でありどのような対応を求められているのだ
ろうか。

（２）スポーツ活動場面や現場で抱える課題

　多くのスポーツでは，公平性を担保するという目的
で「男女」に分けて競技が行われる。しかし，生物学
的な性と性自認が一致しない選手が自認する性の種目
で競技に参加するにあたり，公平性が保たれていると
は言い難い。スポーツと性に関して，これまで，いく
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つかの規則が作られている。例えば，現在のオリン
ピックの規則では，トランスジェンダーの選手が自認
する性で競技を行う場合，「自分の性自認を宣言」す
ることが必要であり，宣言後約４年間は変更できな
い。さらに，「トランス女性」が女性種目で競技をす
るには，競技に参加するまで約１年間継続して，血中
のテストステロン（男性ホルモン）を基準値以下にし
なければならない（トランス男性の選手にはこうした
条件はない）。
　2004年から2015年までは，トランス女性やトランス
男性であれ，自認する性で競技をするためには，以下
の３つの条件が課せられていた。

① 思春期以前に性別適合手術を受けているか，思春期
以降であれば手術後２年以上が経過している

② 手術以降，検証可能な方法で適切なホルモン治療を
受けている

③新しい性が法的に承認されている

　しかし，性別適合手術は身体への負担が非常に大き
く，さらには，実力や実績があったとしても手術後２
年間は競技ができない。また，性別の変更を法的に認
めていない国や地域が多くある。
　2016年以降には，性別適合手術の条件が削除さるな
ど新しい規則ができたが，トランス女性に対しては，
テストステロン値が基準内であっても，女性種目での
競技を批判されたり，誹謗・中傷にさらされたりする
こともあった。一方，男性のスポーツ領域における同
性愛嫌悪（ホモフォビア）に関しては，深刻な問題が
内在している。2013年に，プロバスケットボールリー
グのジェイソン・コリンズ選手は，アメリカ４大ス
ポーツの現役選手として初めて，ゲイであることを公
表した。何年も苦しみに耐え，度を越した偽りの生活
を送ってきたと述べている。また，競泳で五輪金メダ
ルを獲得したイアン・ソープ選手は，引退後の2014年
にカミングアウトした。ゲイであることを隠し続け，
うつ病で闘病していた。このように，スポーツ界にお
いても，当事者が精神的な苦痛にさらされてしまうこ
とがある。近年では，上述した選手のように，セク
シャリティをカミングアウトするアスリートが増えて
きているが，日本の現状では，大勝ら（2019）の調査
によると，対象とした公認スポーツ指導者１万人のう
ち，72％の指導者が，身の周りにLGBT当事者が「い
ない・いなかった」と回答している。つまり，日本の
スポーツ現場においては，当事者の存在は現在でも可

視化されていないのが現状である。
　GBTなどの人々がスポーツ現場で抱える課題や困
難，対応策について，体育・スポーツにおける多様な
性の在り方ガイドライン（日本スポーツ協会2020）に
は，以下の内容が挙げられている（一部抜粋）。

セクシャルマイノリティの⼈たちの悩み          対応のヒント
男⼥でユニフォームや移動着の⾊
や形が違うこと
⼥性のオフィシャルスーツがス
カートしかないこと
「男⼦はこっち，⼥⼦はこっち」
とグループ分けされること

男⼥に分けて活動する必要があるのかを考えましょう。
男⼥が⼀緒にできる活動を検討しましょう。

男⼦は「くん」，⼥⼦は「ちゃ
ん」「さん」で呼ばれること

「くん」「ちゃん」「さん」を⾔う呼び分けを⾏わず、共通の敬称を
⽤いましょう。本⼈がどう呼ばれたいかを確認しましょう。

更⾐室やお⾵呂が皆と⼀緒で嫌
だった

誰でも使える個室を設けましょう。
共同⾵呂の場合は、時間を区切って使⽤しましょう。⼀⼈⽤のお⾵呂
を使⽤できるようにしましょう。

チームメイトにカミングアウトす
べきなのかどうか

カミングアウトは本⼈にとっては負担の⼤きいことです。カミングア
ウトを強制することはやめるべきですが、本⼈がカミングアウトをし
てもよいと思える環境や雰囲気をチームが作り出すことは必要かもし
れません。

性別変更⼿術をして競技を継続で
きるのかわからない

指導者は、各競技団体の取り組みや対応について情報を得ておきま
しょう。また、相談されたときは、本⼈が競技を継続できるよう、協
会や団体に働きかけることも必要になるでしょう。

指導者に相談したら，指導者が勝
⼿にチームメイトにバラしてし
まったこと

これはアウティングといわれる⾏為にあたります。本⼈の許可なく性
別情報や性的指向を暴露することは、プライバシーの侵害です。相談
された⼈は、必ず本⼈がどうしてほしいのかを確認し、対応にあたる
ようにしましょう。

指導者の理解が少ないこと
指導者は、多様な性があることを理解しましょう。また、本⼈から相
談された時は、どのような相談内容なのか、今後、どうしてほしいか
などを聞き、必ず本⼈と今後の対応について話をしましょう。

男⼥に分ける必要があるのかを考えましょう。
男⼥に関係なく着られるユニフォームや移動着を検討しましょう。
本⼈が着たいものを選択できるようにしましょう。

（３）実技実習授業・合宿時等における対応の課題

　筆者らのように，体育・スポーツ関連学部に所属す
る学生が多数を占める大学では，学内での実技授業に
加え，体育・スポーツ関連学部では，学外での水泳実
習，宿泊を伴うキャンプ実習，野外実習，雪上スポー
ツ実習などがある。LGBTなどの学生が抱えている課
題や困難として，トイレ，お風呂，着替え，部屋割り
などがある。日常的な行動において，無意識に男女に
分けられることが習慣化されており，これは当事者の
学生にとっては過ごしにくい環境である。また，カミ
ングアウトをしている学生のみならず，カミングアウ
トをしていない学生への配慮も必要であり，当事者の
意思を尊重した個別の対応が求められる。
１）トイレ

　男女別のトイレ及び多目的トイレが公共の場で設置
されているが，学校現場においては男女別のみの設置
がされていることが多い。合宿生活だけにとどまら
ず，普段の学校生活の場面や教育実習においても，ト
イレの利用について違和感を訴える学生がいる。
２）お風呂（シャワー）

　実技の授業や合宿生活が多い学生においては，お風
呂の利用に関して，身体を他者に見られる機会を持ち
たくないと訴える学生がいる。
３）着替え（更衣室）

　実技の授業が多いため，更衣室を利用する機会は多
くある。上述のお風呂の利用と同じ理由において，着
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替えに関して個室を利用したいと申し出る学生がい
る。
４）合宿（泊り寝室）

　同性と同室になることに違和感をもつ学生がいる。
５）競技ユニフォーム

　競技種目によってユニフォームに男女差があるの
か，と学生からの指摘や訴えがあることが多い。訴え
の中には，自分自身は，男性と同じ容姿でいたいが，
スカートや女性らしい格好を強要されているように感
じるというものもある。男女差があるユニフォームは
歴史的にも身につけるものの違いが顕著である。例え
ば，以下のような，ユニフォームの男女差がある。

テニス…男子選手においては，ポロシャツまたはT
シャツに短パンを用いるが，女子選手においては，大
会によって違いがあり，上半身は男女差がない場合も
あるが，短パンではなくスコートを身につけることが
多い。

ソフトボール…男子選手においては，女子選手のよう
な短パンを身につけることはない。

ホッケー・ラクロス…女子選手は，スカートを身につ
けるユニフォームが多いが，男子選手は他の競技と同
じく短パンを身につける。

Ⅲ．セクシュアルマイノリティの現状

１．セクシュアルマイノリティの定義

　1970年代までは「ジェンダー」の対となる概念は
異性愛への依存から「セックス」であるとされてい
た。現代のジェンダー論において，「ジェンダー」の
対となる概念は必ずしも「セックス」ではない（植村
2014）。ジェンダーとは，「社会的性別」で，多くの社
会には，女らしさや男らしさといった女ならこうすべ
き，男ならこう振る舞うべきといった規範があり，こ
の規範による性差のことを指す。
　セクシュアリティ（sexuality）という単語を辞書で
引くと「性行為や性的欲求に関すること」（大辞林第
三版）や「性的特質。性的興味。性を意識させること
やもの」（デジタル大辞泉）と記されている。このよ
うな説明から見えてくることは「セクシュアリティ」
とは，性に関する多様な現象・イメージ・欲望・意識
などをまとめる概念のことであり，決まった形の要素
を指すものではない。このように広義な言葉であるた

め定義をすることは難しいことがわかる。
　セクシュアルマイノリティ（sexual minority）は，
身体的性別（sex），性自認（gender identity），性的
指向（sexual orientation）などが男女二元論と異性
愛主義（heterosexism）社会の常識に対応しない者
のことを指す（上野2008）。また，当事者たちが差別
的ニュアンスのある「マイノリティ」を避けるため
に使い始めた「LGBT（レズ，ゲイ，バイセクシュア
ル，トランスジェンダー）」がよく用いられている。
レズビアン（Lesbian）は女性を好きになる女性，ゲ
イ（Gay）は男性を好きになる男性，バイセクシュア
ル（Bisexual）は男性と女性の双方が性愛の対象とな
る性的指向を持つ人を表す。また，トランスジェン
ダー（Transgender）は出生時に割り当てられた性
とは異なる性を生きようとする人であり，その頭文
字を繋げて「LGBT」と記す。しかし，ある個人の恋
愛感情や性愛の対象がどこに向かうかを指す「性的
指向（sexual orientation）」と性別は独立しているた
め，性別と性的指向という概念を組み合わせて様々
な性愛の可能性があることも，LGBTの意味を正し
く理解するために必要なことであろう。性自認や性
的指向が定まっていない人を指すクエスチョニング

（Questioning）・クィア（Queer）や，性自認や性的
指向の概念に性別が二つであるといった既存の性のあ
り方に左右されず，自分らしさを表現するために女性
でも男性でもない性別の人を想定している人を指す
X（エックス）ジェンダー，男性や女性，その他のセ
クシュアリティに対し，特に性愛の対象となる性別の
ない，恋愛感情や性的欲求を持たない人を指すアセ
クシャル（Asexual）等さまざまなかたちがある。性
自認や性的指向の概念に性別二元論はないことを考え
ると「LGBT」という表現は，セクシュアルマイノリ
ティの一部しか指さず，正確に理解されないことがわ
かるだろう。そのため最近は各種メディアにおいて
も，「LGBTQ」を用いることが多くなってきている。

２．現状のセクシュアルマイノリティ教育・対応策

　学校や職場においてLGBTQの自殺率の高さが指摘
される中で，2012年に改正自殺総合対策大綱におい
て，「自殺念慮の割合が高いことが指摘されている性
的マイノリティについて，無理解や偏見等がその背景
にある社会的要因の一つであると捉えて，理解促進の
取組を推進する」「教職員の理解を促進する」などと
記載し，2017年の自殺総合対策大網の見直し後にも指
摘され続けている。
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　教育現場では，2015年に「性同一性障害に係る児童
生徒に対するきめ細かな対応の実施等について」が文
部科学省から通知され，その翌年には教職員向けの周
知資料としてのパンフレットが作成された。その中に
は，「支援についての社会の関心も高まり，その対応
が求められるようになってきました。」と記載されて
おり，受動的行動感が否めない。しかし，現場の相談
対応ニーズは上昇しており教職員からの適応不安の声
は高まっている。また，2017年に改定された「いじめ
の防止等のための基本的な方針」の改定において初め
て性同一性障害や性的指向・性自認に係る児童生徒に
対するいじめを防止するための教職員への正しい理解
の推進が盛り込まれた。それを受けてLGBT法連合会
は，一定の評価は認めたものの具体的な対応に言及し
ていない点や別添資料での記載であったことについて
声明で懸念を示している。しかし，LGBTについて記
載した教科書は増加傾向であり，今後の学習指導要領
への記載が期待される。
　2016年には，厚生労働省が発行した「不正な採用
選考の基本」の中で，「LGBT等性的マイノリティの
方（性的指向及び性自認に基づく差別）など特定の人
を排除しないことが必要」と記載があり，2019年に成
立したパワハラ防止法には「性的指向・性自認に関す
るハラスメント（SOGIハラ）とアウティングの防止」
が盛り込まれた。コロナ禍における昨今の不安定な社
会情勢を鑑みると喫緊の課題といえる。また，こうし
た趨勢は，多様性を尊重する共生社会の実現に資する
学校教育及び寛容力と共感力のある人材育成に向けた
教育プログラムの充実に寄与するものと考えている。
　「性の多様性」を理解するうえで，SOGIという概
念に着目したい。SOGIとは，Sexual Orientation and 
Gender Identity（性的指向と性自認）の頭字語で，
性的指向は好きになる性を，性自認は自分の性別へ
の認識を示し，全ての人が持つ特性を表す。SOGIは，
LGBTQのように当事者を指す言葉ではなく，性の要
素を指す。また最近では，ジェンダー表現（gender 
expression）のEをつけてSOGIE，さらに，生物学
的・解剖学的な性的特徴（sex characteristics）の
SCをつけてSOGIESCと表現されることもある。こう
いった言葉が生まれた背景には，公共のトイレや更衣
室などの利用に影響を及ぼすことが考えられジェン
ダー表現が重要な視点となり，また，LGBTQという
表現を使った時に，レズビアン，ゲイ，バイセクシャ
ルは性的指向について，トランスジェンダーは性自認
についてであるため，性的指向と性自認が混同され，

レズビアンの人は自分のことを男性だと考え，男性に
なりたがっているという間違った認識を持つ人が出て
くることにもある。国際社会において，SOGIという
言葉は2011年頃から使われるようになり，日本でも
2015年頃から紹介され，2019年に成立したパワハラ防
止法には，SOGIに関連する差別や嫌がらせ，ハラス
メントを指すSOGIハラの防止も盛り込まれている。
　以上挙げた事例を含め，体育・スポーツ関連学部に
おいてLGBTQに関する喫緊の課題があがっており，
施設等ハード面における対応及び教育等ソフト面にお
ける学生への対応が急務となっている現状がある。本
研究では，スポーツに関わる者を対象に，SOGIとセ
クシュアルマイノリティに関する認知・理解度等の意
識調査により現状を把握することとする。

Ⅳ．調査内容

１．調査方法

（１）調査回答者

　X地域Y大学学生の男女283名（有効回答数280名，
年齢19.5±0.8歳）が，競技情報やSOGI，セクシュア
ルマイノリティに関する独自に作成された質問紙に回
答した。本研究の調査期間は2020年10月12日〜10月14
日であり，対象者はGoogle formで作成された調査票
に回答した。対象者には事前に調査についての説明を
行い，その後，同意の得られた者のみ無記名の下，質
問に回答した。

（２）調査項目

１）基本情報

　基本情報では年齢，性別の他，現在の専門競技や
競技レベル（日本代表，全国大会，地方大会，都道
府県大会，市町村大会，出場なし），競技開始年齢，
保育園〜大学までの競技歴が回答された。本研究で
は，「現在（回答時点）の専門競技」を回答した者を

「アスリート群」，専門競技を有していない者を「非
アスリート群」とした。また，競技レベルでは日本
代表と全国大会と回答した者を「競技レベルが高い

（High）」，地方大会，都道府県大会，市町村大会，出
場なしと回答した者を「競技レベルが低い（Low）」
とした。
２）�LGBTやSOGI，セクシュアルマイノリティの認

知に関する調査項目

　調査項目は，須長ら（2017），西川（2019），奥山
ら（2020）の先行研究を元に，セクシュアルマイノリ
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ティに対する認知，理解および価値観を捉えるため
に，著者らが独自に作成した。
 
 

２．統計処理

　本研究では，専門競技の有無との関係を検討するた
めに，アスリート群と非アスリート群に分類して各項
目を比較した。また，回答された競技レベルを基に，

「日本代表レベル」，「全国大会レベル」と回答した
者はHigh群，「地方大会レベル（例：中四国大会）」，

「都道府県大会レベル（例：岡山県大会）」，「市区町村
大会レベル」，「出場していない」，「上記以外」をLow
群に分類し，High群とLow群とでの各項目を比較検
討した。解析にはクロス集計を使用し，２択の質問に
おいてはカイ２乗検定を実施した。有意水準は５％と

し，調整済み残差は>¦1.96¦で有意とした。

３．結果

　基本特性の結果を表１に示す。アスリート群に139
名（19.5±0.8歳），非アスリート群に55名（19.5±0.7
歳）が分類された。また，競技レベル別ではHigh群
に139名（19.5±0.8歳），Low群141名（19.5±0.7歳）
を解析した。年齢，性別での有意差なかったものの，

「一般的に，女性より男性の方が，政治の指導者とし
て適している」において，「どちらかと言えば，そう
思わない」と回答している学生は非アスリート群で有
意に多かった（表２）。「なんといっても家族はいいも
のだ」において，「そう思う」と回答している学生は
アスリート群で有意に多かった。また「どちらかと言
えば，そう思う」はアスリート群で有意に少なかった

（表３）。

表１．基本特性

＜同性愛や性同⼀性障害などについて＞
テレビ、新聞、書籍、雑誌、ラジオ、インターネットなどで、同性愛、性を変えた⼈、性同⼀性障
害などが扱われているのを⾒聞きしたり、読んだりしたことがありますか？
⾒聞きしたり読んだりしたのは、どのような⼈・事ですか？
同性愛、性別を変えた⼈、性同⼀性障害などについて正しい知識を⾝につけたいと思いますか？

あなたの仲の良い⼈が、仮に、同性愛者、両性愛者、性別を変えた場合、あなたのお気持ちに最も
近いものを選んでください。
１ そう思う，２ どちらかと⾔えばそう思う，３ どちらかと⾔えばそう思わない， ４ そう思わない
 仲の良い男性の友⼈が、同性愛者だとわかったら、抵抗がある。
 仲の良い⼥性の友⼈が、同性愛者だとわかったら、抵抗がある。
 仲の良い男性の友⼈が両性愛者（男⼥両⽅に恋愛感情を抱く男性)だとわかったら、抵抗がある。
仲の良い⼥性の友⼈が両性愛者（男⼥両⽅に恋愛感情を抱く⼥性)だとわかったら、抵抗がある。
 仲の良い友⼈が、性別を男性から⼥性に変えたら抵抗がある。
仲の良い友⼈が、性別を⼥性から男性に変えたら抵抗がある。

＜LGBT（セクシャルマイノリティ）について＞
ＬＧＢＴ（セクシャルマイノリティ）について、どのくらい知っていますか？
ＬＧＢＴ（セクシャルマイノリティ）について、授業や学校で学習したことがありますか？
SOGIについて、どのくらい知っていますか？

SOGIについて、授業や学校で学習したことがありますか？

授業や学校で学んだLGBTやSOGI、セクシャルマイノリティについてどのような内容でしたか？
LGBTやSOGI、セクシュアルマイノリティについて、学びたいと思いますか？

＜以下の質問に対して、正しい・正しくないを選択してください。＞ 
現在，同性愛は性同⼀性障害の⼀つとして定義されている。
現在，同性愛は精神障害ではないとされている。
レインボーカラーは，セクシュアルマイノリティの象徴である。
性的指向と性的嗜好は同じ意味である。
同性愛を法で禁じている国がある。
同性愛者が婚姻に相当するような権利を受けられる制度は，まだ⽇本のどこの⾃治体にもない。
アメリカでは，すべての州で同性婚が認められている。
エイズ（AIDS）はゲイの病気である。
ゲイやトランスジェンダーの⼈は「オネエ」である。
セクシュアルマイノリティとは，LGBTのことである。
⽇本では、同性愛は精神病とされている。
⽇本では、⼾籍上の性別を変えることができる。

＜男⼥のあり⽅や役割などに関する考えについて＞

⼀⽣独⾝でいる 同性カップルで共同⽣活をする
結婚届を出さずに同棲する 性別を変えた⼈とカップルになり共同⽣活をする
結婚して、⼦どもを持たない その他（             ）
⼦どもがいる状態で離婚する ⼦どもに、「してほしくない」⽣き⽅はない
未婚で⼦どもを持つ

 結婚後は、男は外で働き、妻は家庭を守るべきだ

家庭や仕事、社会での男⼥の役割について、あなたの考えに最も近いものを選んでください。
１ そう思う，２ どちらかと⾔えばそう思う，３ どちらかと⾔えばそう思わない， ４ そう思わない

 男⼥が⼀緒に暮らすなら、結婚すべきである
 なんといっても、⼥性の幸福は結婚にある
結婚したら、⼦どもは持つべきだ
 結婚せずに、⼦どもを持ってもよい

 働き⼝が少ない場合、⼥性より男性の⽅が先に仕事につけるようにすべきだ
⼀般的に、⼥性より男性の⽅が、政治の指導者として適している
 年⽼いた親の介護は家族が担うべきだ
 なんといっても家族はいいものだ

次に挙げる⽣き⽅で、あなたが⼦どもに「してほしくない」と思うものを選んでください。
実際に⼦どもがいない場合は、いるとすれば、と仮定してお答えください。
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表２．�「一般的に，女性より男性の方が，政治の指導
者として適している」に対する群別比較

表３．�「なんといっても家族はいいものだ」に対する
アスリート群と非アスリート群の比較

　競技レベル別での比較結果では，「結婚したら，子
どもは持つべきだ」において，「そう思う」と回答し
ている学生はHigh群で有意に多かった。また「どち
らかと言えば，そう思わない」はHigh群で有意に少
なかった（表４）。また，「結婚せずに，子どもを持っ
てもよい」において「どちらかと言えば，そう思う」
はLow群で有意に多く（表５），「結婚後は，男は外で
働き，妻は家庭を守るべきだ」において「そう思わな
い」はLow群で有意に多かった（表６）。
　「あなたは，LGBT（セクシュアルマイノリティ）
について，どのくらい知っていますか？」において

「聞いたことはあるが具体的には知らない」はLow群

で有意に多かった（表７）。また，「あなたは，SOGI
について，どのくらい知っていますか？」において

「深い関心があり，ある程度は説明できる」を回答し
たものはHigh群，Low群いずれも０名であった。「聞
いたことない」はHigh群で有意に少なかった（表
８）。

表５．�「結婚せずに，子どもを持ってもよい」に対す
る競技レベル別での比較

表４．�「結婚したら，子どもは持つべきだ」に対する
競技レベル別での比較

表６．�「結婚後は，男は外で働き，妻は家庭を守るべ
きだ」に対する競技レベル別での比較

表７．�「あなたは，LGBT（セクシュアルマイノリ
ティ）について，どのくらい知っています
か？」に対する競技レベル別での比較
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Ⅴ．考察と課題

　本研究の調査結果によると，過去の教育課程で性の
多様性に関する教育を受けた経験はあるものの，正し
い知識や実体験に基づく理解に乏しいことがわかっ
た。近年，多様性を尊重する共生社会の実現に向けた
教育プログラムの充実が取り上げられているが，未だ
筆者らの所属する高等教育機関に在籍する学生には十
分に浸透されていない。
　海外に目を向けると北欧はLGBTに優しい国と言わ
れセクシュアルマイノリティ先進国である。スウェー
デンは最も早い1979年に，同性愛を疾病リストから削
除しており北欧他国も80年代には削除しているが，日
本は1994年に削除されている。また，ノルウェーは
1981年に「性的指向による差別（同性愛者への差別）
の禁止」を定めている。
　「同性婚」はノルウェーが最も早く2008年，続いて
スウェーデンが2009年に，アイスランドが2010年，デ
ンマークが2012年，フィンランドが2017年と，北欧５
カ国全てで同性間の結婚が認められている。しかし
フィンランドでは2014年に「同性婚」が合法化された
が反対運動が起こり実現は３年後になったという背景
がある。また認められているのはシビル婚のみとなっ
ており北欧と言えども課題はまだまだ多い。「性別変
更を可能とする」ことも北欧各国で認められている
が，トランスジェンダーを疾病リストから削除してい
るのはデンマークのみにとどまっている。
　2011年に国連人権理事会が，性的指向や性自認に基
づく暴力行為や差別に重大な懸念を示す決議を採択
した。今ではオランダ，ベルギー，スペイン，カナ
ダ，南アフリカ共和国を含む28カ国で，国全土で同性
婚を合法化しており，異性婚と同等，それに近い権
利，または部分的な権利を与えるということが認めら
れている。またアンドラ，イスラエルをはじめとして
20カ所以上が登録パートナーシップを持っている。同

性婚および登録パートナーシップなど同性カップルの
権利を保障する制度を持つ国・地域は世界中の約20%
の国・地域に及ぶ。2015年に全州で同性婚が合憲と
なったアメリカでは異性カップル同様に法的な保証が
認められている。また，多くの大学が，大学のレクリ
エーション施設を利用するトランスジェンダー学生の
ために更衣室を設けだしており多様性に対応してきて
いる。2017年にはカリフォルニア州で初めて教科書に
LGBTを含めることが認められ，2019年に法案が提出
された。その一方で，アメリカの30もの州でLGBTQ
差別禁止法がなく，ジョージア州ではLGBTQへの差
別を禁じる連法案「イクオリティ・アクト」におい
て，同性愛者の結婚式などの儀式開催と採用を宗教職
者が拒否する権利を保障する法案が下院議会に提出さ
れ，ノースカロライナ州では公立学校，政府機関，公
立大学のトイレ，更衣室，ロッカールームを使用する
場合，「生物学的な性別」に合わせなければいけない，
とする法案が提出される等，課題は残る。またイギリ
スでは2020年９月からLGBTQ+に関する内容を含め
たカリキュラムを提供することが必須になっている。
　一方日本においては，本研究の調査により，過去の
教育課程で性の多様性に関する教育を受けた経験はあ
るものの，正しい知識や実体験に基づく理解に乏しい
ことがわかった。また，日本のスポーツ界において
も，当事者が精神的な苦痛にさらされてしまうこと
や，当事者の存在が可視化されていないことが挙げら
れる。教育現場においても，日常的な行動において無
意識に男女に分けられることが習慣化されていたり，
制服などの女性らしい格好や男性らしい格好の強要な
ど，当事者の子どもたちにとっては過ごしにくい環境
である。施設等のハード面や教育等のソフト面におけ
る子どもたちへの対応が急務となっている現状であ
る。
　今後の課題としては，教育機関の生徒及び教職員そ
れぞれの立場でSOGIに関する情報の受発信の工夫を
図り，教育プログラムとネットワークを構築していく
必要性があると考える。人々の多種多様な要素を包み
込むインクルーシブデザインの観点を基に，多様性を
尊重する共生社会の実現に向けて，若年層の視点での
教育プログラムの充実とアクセシビリティの向上を図
る必要性を強く感じる。大学教育において，「性の多
様性」教育を目指し，教育プログラムの充実と寛容力
と共感力のある人材の育成が重要であろう。　

表８．�「あなたは，SOGIについて，どのくらい知って
いますか？」に対する競技レベル別での比較
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